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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　天井吊りボルトに固定される照明器具であって、
　天井面に取り付けられる取付部材と、
　前記取付部材に支持される灯具本体と、
　前記灯具本体に収容され、前記天井面から引き出された電源線に対して電気的に接続さ
れるＬＥＤ発光部と、
　前記灯具本体の外部に設けられ、前記電源線を前記灯具本体の輪郭形状内に保持可能な
電線保持部と、
　を備え、
　前記電源線の一部は、前記取付部材の内側に位置しており、
　前記灯具本体が前記取付部材に取付けられる際に、前記電源線が前記電線保持部の内側
に保持されて、前記取付部材から内側に離れて配策される照明器具。
【請求項２】
　請求項１に記載の照明器具において、
　前記取付部材が、前記ＬＥＤ発光部の光軸に対して交差する面に沿って前記灯具本体を
周回する枠体と、前記枠体の内側に設けられた切欠部と、を有し、
　前記灯具本体が、径方向に突出する挿入凸部を有し、
　前記挿入凸部と前記切欠部とが対応する挿入状態において前記枠体に対して前記灯具本
体が挿入可能であるとともに、前記挿入状態から前記枠体に対して前記灯具本体が所定角
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度回動される固定状態において前記枠体に対して前記灯具本体が固定される照明器具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、天井材の埋設孔に埋め込まれて設置されるダウンライト等に適用される照明
器具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、天井吊ボルトが通されるボルト通孔が形成された本体を有する器具本体と、
器具本体に取付けられて支持される光源を点灯させる点灯装置と、を備えた照明器具が知
られている（例えば、特許文献１参照）。
　特許文献１は、埋め込み孔の縁部に下方から引っ掛かる天井係止端部を有して埋込孔に
通される一対のベース部材と、ベース部材に上下に回転可能に連結されて両ベース部材に
わたって設けられているとともに器具本体を支持する本体支持部材と、を備えている。
　そして、特許文献１は、本体支持部が回転されることにより器具本体を相対的に低い位
置と高い位置とに支持する複数の設置装置と、光源を内側に配して器具本体の下方に配置
されるとともに天井係止端部を覆うカバー部を有した制光装置と、を備えている。
　また、特許文献２には、光源としてＬＥＤを備えた光源ブロックＬと、光源ブロックＬ
を点灯させる点灯装置５と、放熱性を有するとともに光源ブロックＬが下面部に点灯装置
５が上面部に取り付けられる取付板２と、取付板２の上面側に配置されて外部電源の電源
線が接続されるとともに、一端が点灯装置５に接続された電源線Ｓ２が接続される端子台
８と、取付板２の上面側に配置される放熱性を有する取付部１１と、吊りボルトＢにより
固定され、光源ブロックＬ、点灯装置５、取付板２、端子台８および取付部１１を収納し
、かつ下方の開口１ｆから取付板２が着脱自在に取り付けられる器具本体１と、を備える
、放熱性が向上された天井埋込型のＬＥＤ照明器具が示されている。器具本体１の天板部
１ｂには電源線挿通孔１ｅが設けられ、電源線は、電源線挿通孔１ｅを経由して器具本体
１の内部から外部へと引き出される。
　また、特許文献３には、器具本体２と、光源としてのＬＥＤ５が内装された略球状の灯
具３と、灯具３の上部に当接して灯具３の照射方向を可変自在に押さえる板バネ状の弾性
体４と、を備える照明器具が示されている。灯具３は、放熱部（放熱フィン）が形成され
た略半球状の上部材３１と、ＬＥＤ５の出射光を集光させるレンズと、光反射リフレクタ
等を備えた略半球状の下部材３２とを備え、器具本体２は、灯具３の径より小径の内周円
をなす円形開口２１と、天井壁等の造営材６に当接されるフランジ部２２と、を備える。
灯具３には電源線７が接続され、電源線７は、弾性体４の押さえ部４２の上面にアタッチ
メント４６により固定される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００９－１４６８１８号公報（図１、請求項１）
【特許文献２】特開２００６－１７２８９５号公報（図１、図２（ａ）、（ｂ）、図３、
図４、図６、段落００２１、００２２、００２４、００２５、００３５、００３７）
【特許文献３】特開２００５－１４９７９０号公報（図１、図３、図４～図６、段落００
１３、００１４、００１５、００１７、００２０）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１の照明器具は、高さが異なる制光装置の選択に応じた遮光角を形成できると
ともに選択に拘わらずに専用の設置装置を要しないで天井に埋め込み設置できる。
　ところで、図１０に示すように、特許文献１と同様に、光源１０１を収容し、反射板１
０２が取り付けられる灯具本体１０３が、天井吊ボルト１０４に固定される枠体１０５に
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取り付けられる照明器具１００が提案されている。
　このような従来の照明器具１００は、灯具本体１０３に引き込まれる電源線１０６が枠
体１０５を通じて点灯回路１０７に電気的に接続される。
【０００５】
　しかし、このような従来の照明器具１００は、灯具本体１０３を枠体１０５に取り付け
る際に、灯具本体１０３と枠体１０５との間に電源線１０６を挟み込むことがある。
　従って、このような従来の照明器具１００は、電源線１０６の挟み込みを防止できずに
、電源線１０６を破損することがある。
【０００６】
　また、このような従来の照明器具１００は、灯具本体１０３が、天井吊ボルト１０４に
固定された枠体１０５に対して下方から差し込まれることにより枠体１０５に取り付けら
れる。
　従って、このような従来の照明器具１００は、灯具本体１０３を枠体１０５の所定位置
に取り付けることが難しく、組立作業性が良好ではない。
【０００７】
　本発明は、前述した課題を解決するためになされたものであり、その目的は、電源線の
挟み込みを防止でき、組立作業性を向上できる照明器具を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明に係る照明器具は、天井吊りボルトに固定される照明器具であって、天井面に取
り付けられる取付部材と、前記取付部材に支持される灯具本体と、前記灯具本体に収容さ
れ、前記天井面から引き出された電源線に対して電気的に接続されるＬＥＤ発光部と、前
記灯具本体の外部に設けられ、前記電源線を前記灯具本体の輪郭形状内に保持可能な電線
保持部と、を備え、前記電源線の一部は、前記取付部材の内側に位置しており、前記灯具
本体が前記取付部材に取付けられる際に、前記電源線が前記電線保持部の内側に保持され
て、前記取付部材から内側に離れて配策される。 
【０００９】
　本発明に係る照明器具は、前記取付部材が、前記ＬＥＤ発光部の光軸に対して交差する
面に沿って前記器具本体を周回する枠体と、前記枠体の内側に設けられた切欠部と、を有
し、前記灯具本体が、径方向に突出する凸部を有し、前記凸部と前記切欠部とが対応する
挿入状態において前記枠体に対して前記灯具本体が挿入可能であるとともに、前記挿入状
態から前記枠体に対して前記灯具本体が所定角度回動される固定状態において前記枠体に
対して前記灯具本体が固定される。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明に係る照明器具によれば、電源線の挟み込みを防止でき、組立作業性を向上でき
るという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明に係る一実施形態の照明器具の斜め下方から視た分解斜視図
【図２】本発明に係る一実施形態の照明器具の灯具本体周りの斜め下方から視た外観斜視
図
【図３】本発明に係る一実施形態の照明器具の一部破断側面図
【図４】本発明に係る一実施形態の照明器具の電源線周りの断面図
【図５】本発明に係る一実施形態の照明器具の灯具本体の枠体への取付手順を説明する第
１段階の斜め上方から視た外観斜視図
【図６】本発明に係る一実施形態の照明器具の灯具本体の枠体への取付手順を説明する第
２段階の斜め上方から視た外観斜視図
【図７】本発明に係る一実施形態の照明器具の灯具本体の枠体への取付手順を説明する第
３段階の斜め上方から視た外観斜視図
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【図８】本発明に係る一実施形態の照明器具の灯具本体の枠体への取付手順を説明する第
４段階の斜め上方から視た外観斜視図
【図９】本発明に係る一実施形態の照明器具の灯具本体の枠体への取付手順を説明する第
５段階の斜め上方から視た外観斜視図
【図１０】従来の照明器具の外観図
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明に係る一実施形態の照明器具について図面を参照して説明する。
　図１に示すように、本発明に係る一実施形態の照明器具１０は、灯具本体１１と、灯具
本体１１の下方に取り付けられる補助反射板１２と、灯具本体１１を支持する枠体１３と
、枠体１３の上方に配置される電源ケース１４と、を備える。
　照明器具１０は、天井材９０の上方に取り付けられている天井吊ボルト１５に枠体１３
が取り付けられ、電源ケース１４から引き出されて灯具本体１１内に引き込まれる電源線
１６を備える。
　照明器具１０は、天井材９０の埋設孔９１に埋め込まれて床面等を照射するダウンライ
トに適用される。
【００１３】
　灯具本体１１は、下方の内側にＬＥＤ発光部１７が収容されており、上部に複数の放熱
フィン１８を有する。
　補助反射板１２は、略円筒形状に形成されて内周面に補助反射面１９を有し、外周部に
枠体１３に取り付けるための複数の補助反射板取付ばね２０を有する。
【００１４】
　枠体１３は、円環形状に形成された枠本体２１と、この枠本体２１の周方向に下端部が
取り付けられた複数の連結板２２と、を備える。
　枠体１３は、円環形状に形成されて連結板２２の上端部に取り付けられた灯具取付枠部
２３と、コ字形状に形成されて灯具取付枠部２３の上部に取り付けられたボルト吊金具２
４と、を備える。
　ボルト吊金具２４は、天井吊ボルト１５の下端部に挿通された後に、ナット２５がねじ
込まれる。
【００１５】
　電源ケース１４は、電源ユニット２６を取り付けており、電源ユニット２６に電源線１
６の一端部が電気的に接続されている。電源ユニット２６は、外部の電源回路に電気的に
接続される。
　電源線１６は、その他端部が枠体１３の灯具取付枠部２３および枠本体２１の内側を挿
通して灯具本体１１内に引き込まれてＬＥＤ発光部１７に電気的に接続される。
【００１６】
　図２に示すように、枠体１３は、灯具取付枠部２３の外面に複数の孔付のばね取付板２
７を有する。ばね取付板２７には、灯具本体１１が枠体１３に取り付けられた後に、補助
反射板取付ばね２０が挿通される。
　ばね取付板２７に補助反射板取付ばね２０が挿通されることにより、補助反射板１２が
灯具本体１１に組付けられる。
【００１７】
　図３に示すように、灯具本体１１は、中央部において放熱フィン１８を有する隔板２８
の下方に発光部収容部２９を有し、発光部収容部２９にＬＥＤ発光部１７が収容されてい
る。
　ＬＥＤ発光部１７は、複数の主反射板３０を有する反射板体３１と、回路基板３２と、
回路基板３２に封止された複数のＬＥＤ３３と、光学レンズであるパネル３４と、を備え
ている。
【００１８】
　ここで、単一の主反射板３０と単一のＬＥＤ３３とによりＬＥＤユニット３５が構成さ
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れている。
　反射板体３１は、主反射板３０が略半球形状に形成されており、主反射板３０の頂部開
口３６にＬＥＤ３３がそれぞれ位置している。
　パネル３４は、パッキン３７および押板３８を介して発光部収容部２９内に収容されて
いる。
　補助反射板１２は、意匠を有して環状形に形成された装飾板３９を下端部に有する。
【００１９】
　図４に示すように、灯具本体１１は、隔板２８において複数の放熱フィン１８に囲まれ
た位置に、電源線引出孔４０を有する。
　また、灯具本体１１は、隔板２８の電源線引出孔４０の外側に電線保持部４１を有する
。電線保持部４１は、放熱フィン１８の一部を兼用して凹字状に形成されている。
　そのため、電源線引出孔４０から引き出された電源線１６は、電線保持部４１の内側に
保持されて、枠体１３の枠本体２１および灯具取付枠部２３から内側に離れて配策される
。
【００２０】
　図５に示すように、枠体１３は、灯具取付枠部２３に有する円環板部４２の円周上の対
向する位置に、円周方向にあらかじめ定められた長さを有する一対の切欠部４３を有する
。切欠部４３は、その側部にねじ止溝４４を有する。
　灯具本体１１は、その底部の外周上の対向位置に径方向に突出した一対の挿入凸部４５
を有し、これら挿入凸部４５に対して円周方向に９０度ずれた位置に一対の固定凸部４６
を有する。
　灯具本体１１の一対の挿入凸部４５は、灯具取付枠部２３の切欠部４３に挿入可能な外
形を有し、灯具本体１１の一対の固定凸部４６には、下方から固定ねじ４７が仮止めされ
ている。
【００２１】
　次に、灯具本体１１の枠体１３への取付手順について説明する。
　まず、灯具本体１１が、枠体１３の枠本体２１の下方に配置される。
　次に、図６に示すように、灯具本体１１が枠体１３の枠本体２１の内周側から灯具取付
枠部２３の内周側へと挿入されていく。
　このとき、灯具本体１１は、枠体１３に対して位置決めされていない。
【００２２】
　次に、図７に示すように、灯具本体１１の挿入凸部４５が枠体１３の灯具取付枠部２３
の切欠部４３に挿入される。
　これにより、灯具本体１１が枠体１３に対して位置決めされる。
　続いて、図８に示すように、灯具本体１１は、挿入凸部４５が枠体１３の灯具取付枠部
２３の切欠部４３に挿入された後に、位置Ａ１から位置Ａ２まで図８中の時計回転方向に
回動される。
【００２３】
　このとき、挿入凸部４５は、灯具取付枠部２３の円環板部４２の上面に配置されている
ために、灯具本体１１は枠体１３の灯具取付枠部２３に保持されている。
　灯具本体１１が図８中の時計回転方向にあらかじめ定められた角度だけ回動されること
により、固定凸部４６が灯具取付枠部２３の切欠部４３に位置される。
【００２４】
　図９に示すように、灯具本体１１の回動に伴い、固定凸部４６の固定ねじ４７が灯具取
付枠部２３の切欠部４３においてねじ止溝４４に挿入される。
　そして、ねじ止溝４４に挿入されている固定ねじ４７がねじ込まれることにより、灯具
本体１１が枠体１３の所定位置に固定されることになる。
　従って、枠体１３に対して灯具本体１１を簡単に位置決めできる。
【００２５】
　このように、電線保持部４１と切欠部４３とが対応する挿入状態において枠体１３に対
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して灯具本体１１が挿入可能であり、挿入状態から枠体１３に対して灯具本体１１が所定
角度回動される固定状態において枠体１３に対して灯具本体１１が固定される。
　そのため、電線保持部４１に保持されて枠体１３の枠本体２１および灯具取付枠部２３
の内側に配策されている電源線１６を有する灯具本体１１が、枠体１３に位置決めされた
後に、枠体１３の灯具取付枠部２３にねじ止めされる。
　従って、灯具本体１１の枠体１３への取り付けに際して、電源線１６が枠体１３の枠本
体２１および灯具取付枠部２３に接触することがない。
【００２６】
　以上、説明した本発明に係る一実施形態の照明器具１０によれば、灯具本体１１が枠体
１３に組付けられる際に、電源線１６が電線保持部４１の内側に保持されて、枠体１３の
枠本体２１および灯具取付枠部２３から内側に離れて配策される。
　従って、照明器具１０によれば、電源線１６の挟み込みを防止できる。
【００２７】
　また、照明器具１０によれば、挿入凸部４５が切欠部４３に挿通された後に灯具本体１
１の回動に伴い、固定凸部４６の固定ねじ４７が切欠部４３のねじ止溝４４に挿入されて
ねじ込まれる。
　従って、照明器具１０によれば、枠体１３に対して灯具本体１１を簡単に位置決め固定
できるので、組立作業性を向上できる。
【００２８】
　なお、本発明の照明器具において補助反射板、電源ケース、パネル等は、前述した一実
施形態に限定されるものでなく、適宜な変形や改良等が可能である。
【符号の説明】
【００２９】
　１０　照明器具
　１１　灯具本体
　１３　枠体（取付部材）
　１６　電源線
　１７　ＬＥＤ発光部
　４１　電線保持部
　４３　切欠部
　４５　挿入凸部
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